
 

四日市市上下水道局告示 第３０号 

 

四日市市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年水道局管理規程第２号）第４条の規

定により申請のあった者を、同規程第５条の規定に基づき、四日市市上下水道局指定給水装置工事事

業者として指定したので、同規程第１０条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり告示する。 

令和 ８年 ４月３０日 

 

 

四日市市上下水道事業管理者 伴   光 

 

 

指定 

番号 
商号又は屋号 代表者氏名 所 在 地 

指 定 

年月日 

６１６ 
株式会社 

コネクトライフ 
坂本 裕司 

大阪府 堺市堺区 

向陵西町四丁 ７番２６号 

令和８年 

４月３０日 

６１７ 
株式会社 

ＮＥＸＴ ＧＲＯＷＴＨ 
森 江里奈 四日市市 六名町 ８６１番地３１ 

令和８年 

４月３０日 

６１８ 株式会社 英知建築 堀口 真弘 四日市市 尾平町 ２６８０番地３ 
令和８年 

４月３０日 

 

 

（上下水道局 管理部 お客様センター） 

 

 

 


